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倶知安
保育所

みなみ
保育所

八幡
保育所

倶知安町
統合保育所

平成 30 年 4 月開設予定

（仮称）

子育て支援
センター

　現在、倶知安町にある 3つの保育所は、平成 30 年 4 月から子育て支援センターを併設した 1つの統合保育所
として運営を開始し、0～ 3歳未満児の保育を行います。また、倶知安町にある 3つの私立幼稚園は、認定こど
も園に移行し、主に 3歳以上幼児の教育と保育を行います。7月 13 日には、第 1回保護者説明会を開催しました。
統合保育所の開設につきましては、今後も住民説明会や広報紙などを通してお知らせしていく予定です。

次世代育成支援対策推進行動計画策定
国において、子ども・子育て支援新制度を示す（平成 27 年 4月施行）
 3 幼稚園と教育・保育に関する受け皿について協議開始
未就学児・小学生の子どもがいる保護者に対して子育て支援に関するアンケートを
実施

倶知安町幼保再編支援基本方針策定
　老朽化している保育所の新設と多様な保育ニーズに適応した運営やコストの低減
化、併せて効果的な教育の享受できる環境の整備。幼保一体化を推進し、就学前の
教育・保育の充実を図っていくことを目的とする。
《基本事項抜粋》
1.　統合する公立保育所は、保育ニーズの高い 3歳未満児の保育、家庭保育の子育
て支援、併せて、障がいを持つ子どもたちに手厚く保育や交流を行う。
2.　３歳児以降の保育を、移行していく認定こども園で行うことは、自我が芽生え、
好奇心も高まる 3歳児の発達のみならず、4歳児、5歳児の発達においても望まし
い教育効果が期待でき、また保護者も入園を契機として相互の交流や信頼が深まり、
不安や孤立感から解放され、親子関係も豊かにする。

倶知安町子どもプラン（子ども子育て支援事業計画・次世代育成支援対策推進行動
計画）策定
新しい（統合）保育所の建設予定地の選定
厚生文教常任委員会説明会（議会）
統合保育所に関する特別委員会発足　以降適宜開催
選定地の測量業務（～ 10 月 20 日）
基本設計業者選定のためのプロポーザル実施（審査会設置）
基本設計業務委託契約締結
平成 28 年 2月設計内容について意見聴取
（懇話会（保育所保護者代表 3名、保育士 4名）
基本設計書完成
実施設計業務契約締結（基本設計業者と同じ随意契約）
地質調査業務契約締結
新しい保育所の建設工事
開設（予定）
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幼稚園型

認定こども園
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認定こども園

　幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、
一体的に教育・保育を行います。３歳
以上の子どもは、２号認定（保育所利
用対象）の子どもと１号認定（幼稚園
利用対象）の子どもが基本的に同じ
クラスで教育・保育を受けます。3号
認定（保育所利用対象・満 3歳未満）
の利用も可能です。
※現在の計画では倶知安幼稚園のみ
が 3号認定の受入れを行う予定です

ってなに？

待機児童解消

倶知安
保育所

みなみ
保育所

八幡
保育所

統合保育所
子育て支援
センター

平成29年

3 号認定こども

平成30年

子育て支援
センター

倶知安
幼稚園

めぐみ
幼稚園

藤
幼稚園

幼稚園型

認定こども園

既存の保育所は統合保育所へ既存の保育所は統合保育所へ 既存の幼稚園は認定こども園へ既存の幼稚園は認定こども園へ

幼保連携型

認定こども園

平成30年

平成30年

1・2号認定こども

1・2・3号認定こども

1・2号認定こども
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「保育を必要とする事由」とは

①就労～月48時間以上（1日4時間以上、週3日以上）の就労
②妊娠・出産～産前8週・産後8週の属する日まで
③疾病・障がいなど～児童の保護者が病気、負傷、心身に障がいを有する
場合
④介護など～同居の親族を常時介護している又は看護している場合
⑤災害復旧～火災、風水害、地震その他の災害の復旧に当たっている場合
⑥求職活動～児童の保護者が求職活動を行っている場合（申立より3か月）
⑦就学～児童の保護者が就学している場合
⑧虐待・ＤＶ～虐待やＤＶのおそれがある場合
⑨育休継続利用～育児休業取得時に既に、保育を利用している児童がいて
継続利用が必要な場合
⑩その他、上記に類すると認める場合

認定区分 申込方法 募集時期（予定） 対象施設

①幼稚園に直接認定申請書を提出する
②入園選考、内定
③幼稚園を通じて町へ申請される
④認定を受ける
⑤町から幼稚園を通じて認定証が交付される
⑥幼稚園と利用契約を締結する

平成 28 年 11 月上旬
～中旬

倶知安幼稚園

めぐみ幼稚園

藤幼稚園

①町に認定申請、入園申込をする
②保育の必要性の認定および入所審査、利用選考
③認定を受け、利用施設が決定される
④町もしくは認定こども園と契約を締結する

平成 28 年 11 月中旬
～ 12 月中旬

倶知安保育所

みなみ保育所

八幡保育所

認定こども園保育部分（倶知安幼稚園）

3 号認定
（保育認定）

新制度に移行した幼稚園
または

認定こども園（教育）

統合保育所または認定こども園（保育）

1号認定
（教育標準時間認定）

2 号認定
（保育認定）

　平成 29 年度（平成 29 年４月１日以降）の倶知安保育所・みなみ保育所・八幡
保育所・認定こども園保育部分の新規入所申し込みは、下記の通りです。詳細は来
月以降発行される広報紙などをご覧ください。
問町福祉医療課☎ 23 － 0500

　　　　
を受ける必要があります

町から認定

倶知安町
統合保育所

（仮称）

1 号認定

2号認定

3号認定

　　　　
について入所申込

施設を利用するために

いいえ は　い

お子さんの年齢は？

「保育を必要とする事由」

に該当しますか？

3 ～ 5歳 0～ 2歳

いいえは　い

認定の必要は
ありません

ウチの子の認定区分は？
今すぐチェック！！

平成 29 年度

両親が就労している
場合でも 1 号認定を
受け認定こども園に
通うことができます

「保育を必要とする事由」

に該当しますか？
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